
 

根拠規定 

消費税法第 12条の 2（新設法人の納税義務の免除の特例） 

その事業年度の基準期間がない法人（社会福祉法（昭和二十六年法律第四十五号）第二十

二条（定義）に規定する社会福祉法人その他の専ら別表第一に掲げる資産の譲渡等を行う

ことを目的として設立された法人で政令で定めるものを除く。）のうち、当該事業年度開

始の日における資本金の額又は出資の金額が千万円以上である法人（以下この項及び次

項において「新設法人」という。）については、当該新設法人の基準期間がない事業年度

に含まれる各課税期間（第九条第四項の規定による届出書の提出により、又は第九条の二

第一項、第十一条第三項若しくは第四項若しくは前条第一項若しくは第二項の規定によ

り消費税を納める義務が免除されないこととなる課税期間を除く。）における課税資産の

譲渡等及び特定課税仕入れについては、第九条第一項本文の規定は、適用しない。 

 

消費税法第 12条の 3（特定新規設立法人の納税義務の免除の特例） 

その事業年度の基準期間がない法人（前条第一項に規定する新設法人及び社会福祉法第

二十二条（定義）に規定する社会福祉法人その他の専ら別表第一に掲げる資産の譲渡等を

行うことを目的として設立された法人で政令で定めるものを除く。以下この条において

「新規設立法人」という。）のうち、その基準期間がない事業年度開始の日（以下この項

及び次項において「新設開始日」という。）において特定要件（他の者により新規設立法

人の発行済株式又は出資（その新規設立法人が有する自己の株式又は出資を除く。）の総

数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式又は出資が直接又は間接に保有され

る場合その他の他の者により新規設立法人が支配される場合として政令で定める場合で

あることをいう。以下この条において同じ。）に該当し、かつ、新規設立法人が特定要件

に該当する旨の判定の基礎となつた他の者及び当該他の者と政令で定める特殊な関係に

ある法人のうちいずれかの者の当該新規設立法人の当該新設開始日の属する事業年度の

基準期間に相当する期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した

金額（国又は地方公共団体が一般会計に係る業務として行う事業における課税資産の譲

渡等の対価の額を除く。）が五億円を超えるもの（以下この項及び第三項において「特定

新規設立法人」という。）については、当該特定新規設立法人の基準期間がない事業年度

に含まれる各課税期間（第九条第四項の規定による届出書の提出により、又は第九条の二

第一項、第十一条第三項若しくは第四項、第十二条第一項若しくは第二項若しくは前条第

二項の規定により消費税を納める義務が免除されないこととなる課税期間を除く。）にお

ける課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、第九条第一項本文の規定は、適用

しない。 

 


